
真岡市行政評価システム
評価対象年度　　　　  　年度 作成日　　　　     　  年　      月  　    日

事務事業名

政策名
施策名

基本事業名
単年度のみ

単年度繰返（開始年度　　　　　年度～）

期間限定複数年度（　　　　　年度～　　　　　年度）

電話番号

法令根拠

担当

予算科目

事業期間

1.　現状把握の部　（1）事務事業の目的と指標

事業概要

⑤活動指標（事務事業の活動量を表す指標）の推移

⑥対象指標（対象の大きさを表す指標）の推移

⑦成果指標（対象における意図された対象の程度）の推移

⑧上位成果指標（結果の達成度を表す指標）の推移

名称

ア

イ

ウ

エ

オ

ア
イ
ウ
エ
オ

単位

②対象（誰、何を対象にしているのか）  ＊人や自然資源等

③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

④結果（どんな結果（上位施策）に結びつけるのか）

（2）総事業費の推移

（3）事務事業の環境変化・市民意見等

国庫支出金 千円

千円
千円

千円

千円
千円

千円

時間

千円
人

県支出金
地方債
その他
一般財源

事業費計（Ａ）
正規職員従事人数
延べ業務時間
人件費計（Ｂ）

トータルコスト（Ａ）+（Ｂ）

実施計画上の主要事業

事務事業マネージメントシート

投
入
量

事
業
費

財
源
内
訳

人
件
費

単位

     年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

名称 単位      年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

ア
イ
ウ
エ
オ

名称 単位      年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

ア
イ
ウ
エ
オ

名称 単位      年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

     年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

①この事務事業を開始
したきっかけは何か？
いつごろどんな経緯で
開始されたのか。

②事務事業を取り巻く
状況（対象者や根拠法
令等）はどう変化して
いるか、開始時期ある
いは 5 年前と比べてど
う変わったのか？

③この事務事業に対し
て関係者（住民、議会、
事業対象者、利害関係
者等）からどんな意見
や要望が寄せられてい
るか？

①手段（主な活動）

平成27 平成28 04 11

情報センター管理運営事業 総務部　情報システム課　地域情報係

A 暮らしやすさが実感できるまちづくり

6 地域情報化の推進

0285-83-8496

真岡市情報センター設置、管理及び使用条例

1.一般会計 2.総務費 1.総務管理費
10.情報センター費

■ 平成　9

　真岡市情報センターは、地域情報化を推進し、教育、文化及び市民生活の向上並びに情報通信に関する知識の普及を図るため、平成９年５月１０日に開館した。事業内容は
福祉、保健・医療、教育、消防・防災等に関する行政情報の提供や、様々な情報通信システムの導入による地域情報化の推進等である。現在、情報センターを核とし、学
校支援情報システム、インターネット交流システム、ホームページ及び携帯サイトによるシティガイドシステム、デジタルサイネージ（電子掲示板）を提供している。
　また、市民向けの事業として、初級パソコン講座をはじめ、ワード、エクセル、パワーポイント、インターネット・メール、年賀状作成講座など、約１０講座を年間３０
回程度開催している。
　情報センターは、指定管理者制度の導入により平成２０年度から真岡ケーブルテレビ（株）に運営を委託していたが、２期目の平成２６年３月４日に指定取り消しの申し入
れがあり、平成２６年７月１日から公募による指定管理者の選定を行い、（有）ヨコタに運営の委託を行うことになった。
　平成２７年９月から２階マルチビジョンルームは真岡市ケーブルテレビ施設の指定管理者である宇都宮ケーブルテレビ（株）の真岡局として利用している。

27年度実績

28年度計画

・指定管理者による管理運営
・インターネットサービスの提供
・ホームページ及び携帯サイトによる情報の提供
・市民講座の開催及びパソコン相談業務
・館内施設の管理・運営
・空調設備の一部更新
・４階ＳＬ展示ギャラリーの展示物拡充

 前年度同様の運営を行い、利用者増に向けた３階フロアのあり方につ
いて検討する。市民講座ではスマートフォンやタブレットの新たな講
座を開催する。

　市民、市内小・中学校の児童・生徒、真岡市ホームページへのアクセス者

　行政情報等をリアルタイムで提供すること。
　また、情報通信に対する知識を向上させることにより、便利で豊かな市
民生活環境を実現する｡

　地域情報化施策による、便利で豊かなまちづくりと、電子自治体の実現。

24 25 26 27 28

インターネット等を利用した提供システムの数 件 3 4 4 4 4

講座開催募集人数 人 270 300 300 300 235

24 25 26 27 28

市民数 人 81,511 80,929 80,698 80,590 79,460

市内小・中学校の児童・生徒数 人 7,157 6,998 6,984 6,993 6,980

24 25 26 27 28

ホームページの総ページビュー数 件 2,191,924 2,156,811 2,307,010 2,378,809 2,400,000

携帯サイト（H19.8～）の利用件数 件 133,864 105,765 71,744 44,875 50,000

情報センター施設の利用者数 人 64,437 75,230 67,623 54,668 41,200

講座参加率 ％ 83.0 74.3 55.3 67.7 75.0

24 25 26 27 28

IT施策により、生活が便利になったと感じている市民の割合（アンケート結果） ％ 11.8 11.4 14.1 14.4 15.0

24 25 26 27 28

0 2,625 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

514 517 568 503 400

61,817 53,471 57,621 60,173 86,949

62,331 56,613 58,189 60,676 87,349

2 2 2 2 2

120 130 130 130 130

504 528 549 545 545

62,835 57,141 58,738 61,221 87,894

　情報通信技術を取り入れ、地域の活性化、高齢化社会への対応、保健、福祉、医療、教育文化の向上、災害への迅速な対応を図ることは、潤いとゆとりある市民生活の実
現に大きく寄与すると期待されている。
　これを踏まえ、地域情報化の総合的かつ計画的な施策を展開するため本事業を開始した。

　国のe－Japan推進計画により、インターネット利用者の増加・高速通信網の整備等がより加速し、だれもが・いつでも・どこでも必要なサービスを得られる通信環境
、いわゆるユビキタスネットワークが整備されてきた。それに伴い、住基カードや公的個人認証基盤等を利用して、自宅からでも申請・予約等ができるサービスが提供
されている。
　また、平成２８年１月からは、社会保障と税に関わる番号制度に基づき、住民全員に割当てられる任意の個人番号、いわゆるマイナンバー制度が本格的に活用開始さ
れた。
　なお、地域情報化が進むにつれ、個人情報の保護や、高齢者・障がい者の方々への通信環境格差、いわゆるデジタルディバイド対策も重要な課題となっている。
　ホームページのアクセス件数については、携帯電話の保有台数の減少に伴い、携帯サイトへのアクセスは減少している。
　市のホームページはスマートフォン用サイトも対応したこと、スマートフォンの保有台数も増加傾向にあることから、今後は、スマートフォンからのアクセス件数の
集計方法を検討する必要がある。

　指定管理者制度の導入に伴い、閉館時間が午後６時から７時へ１時間延長されたり、休館日が減ったので利用しやくすなった。（市民）



結びついている　　　　見直し余地がある

妥当である　　　　見直し余地がある

①政策体系との整合性
・この事務事業の目的は、市の政策体系に結びつくか？
・意図することが結果（上位施策）に結びついているか？

②公共関与の妥当性
・なぜこの事務事業を市が行わなければならないのか？
・税金を投入して達成する目的か？

③対象と意図の妥当性
・対象を限定・追加すべきか？
・意図を限定・拡充すべきか？

④成果の向上余地
・成果を向上させる余地はあるか？
・成果の現状水準とあるべき水準の差異はないか？
・何が原因で成果向上が期待できないのか？

⑥類似事業との統合や連携の可能性
・他に、類似の形態の事務事業はないか？

・類似事業がある場合、その事業と統合したり連携を図る
   ことができるか？

⑤廃止・休止の成果への影響
・事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？

⑦事業費の削減余地
・成果を下げずに事業費を削減できないか？
（仕様や工法の適正化、住民の協力など）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地
・やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？
・成果を下げずにより正社員以外の職員や委託でできないか
（アウトソーシングなど）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地
・事業の内容が一部の受益者に偏って不公平ではないか？
・受益者負担が公正・公平になっているか？

2.　1 次評価の部　　＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

（1）改革の方向性（改革案・実行計画）

（2）改革、改善を実現する上で克服すべき課題は何か？それをどう克服していくか？

3.　改革・改善方向の部

（1）1次評価結果の客観性と出来具合

（2）2次評価者としての評価結果

（3）2次評価者として判断した今後の事業の方向性 （4）その他 2次評価会議で指摘された事項

4.　事務事業の 2次評価結果（事業の総括と事業の方向性）

向上余地はない　　　向上余地がある

廃止　　　　見直し（　　：目的妥当性   　　：有効性  　　：効率性   　　：公平性 ）　　　　統合　　　　継続

記述説明不足（説明責任不充分）　　　評価内容が客観性を欠く　　　評価内容は客観的と言える

①目的妥当性　　　適切　　　見直し余地あり ②有効性　　　適切　　　見直し余地あり

③効率性　　　　　適切　　　見直し余地あり ④公平性　　　適切　　　見直し余地あり

公正・公平である　　　　見直し余地がある

影響がある　　　　影響がない

適切である　　　　対象を見直す必要がある　　　　意図を見直す必要がある

削減余地がない  　　　削減余地がある

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

（5）改革・改善による期待成果

（3）改革・改善による期待成果

廃止　　    休止 　　   目的絞込み 　　   目的拡充

事業統廃合 　　   事業のやり方改善

予算削減　 　   予算増大

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

削減余地がない  　　　削減余地がある

類似事業がある（類似の事務事業名を記載）　　　　類似事業はない

他の事業と統合・連携ができる　　　　他の事業と統合・連携できない

コスト

削減　維持　増加

維持

低下

向上

成果

コスト

削減　維持　増加

維持

低下

向上

成果

■
　真岡市情報化計画に基づき地域情報化を推進している。

■
　真岡市情報化計画に基づいて地域情報化を推進することは、社会福祉・市民サービスの向上、併せて行政事務の
効率化のために必要である。

■
　真岡市情報化計画で必要としているサービスを提供し、地域情報化を推進している。

■
　３階体験学習ゾーンやデジタルサイネージ（電子掲示板）の有効利用を図ることで更なる成果向上が期待で
きる。今後は施設全体のあり方を検討する。

■
　地域情報化の推進及び電子自治体の構築に大きな影響がある。

■

■
　情報センターの事業費は、通信費、情報機器賃借料等、管理運営経費が主なものであり、事業運営に必要な最
小限の経費である。

■
　指定管理者の指導を行うための必要最小限の人件費である。

■
　情報通信技術の体験・普及を目的として開設したものであるため、原則として利用は無料としている。
　一部、研修室の使用や帳票出力等は、受益者負担の原則から使用料・手数料として料金を徴収している。

■ ■
　市の情報系ネットワークの中核施設としての安定的な管理・運営を図るとともに、３階体験学習ゾーンのＰＣ更新とその活用方法の検討や
４階に整備したデジタルサイネージ（電子掲示板）の有効活用、市民のニーズに対応したパソコン等の市民講座を開催し、更なる向上を図る。

　３階体験学習ソーンのＰＣ更新については、各家庭のＰＣ普及率を考慮し台数を検討するとともに、フロアのあり方を検討する。
　また、社会保障・税番号制度の導入に伴い、市全体のネットワークの再構築にあわせて情報センターに設置するサーバ機器等の見直しを検
討する。

○

■

■ ■

■ ■

■

○


